
 

 

 

 

 

  

12 月 21 日 八地申７号 「甲府統括センター設置に 

関する申し入れ」交渉開催！！  その① 

 

2023/2/3 №63 

【申し入れ内容】 

１，「柔軟な働き方」施策において、「２１世紀における

効率化の実施に関する覚書」に踏まえて、安全性を高

めお客さまに安心した鉄道輸送の提供と異常時対応

も十分に考慮し、地域との連携ならびに収益確保に

向け、安全・安心に働きかつ技術・技能継承ができる

体制の構築と、組合員・社員に理解と納得感のある施

策にすること。 

・２１世紀における効率化の実施に関する覚書があ

り、技術技能継承が重要。業務を効率的におこなって

いく重要な施策だ。覚書に対する問題意識は？ 

・重複業務の短縮は？硬直的ではなくなる幅が広が

るが、多様なチャレンジで労働時間・休日確保で健康

が保てない。 

 

２, 「新たなジョブローテーション」のもと、社員がキ

ャリアプランを描くには主たる業務が明確になるこ

とが重要であることから、主勤務地ならびに主とな

る担務と業務内容を明確にした社員運用にするこ

と。 

・出勤地が広い。明確にして周知するべきだ。新たな

職場が生まれる。働き方説明は？ 

・担当業務は明確にするのか？明確にしていくことは

労使の認識は一致している。主たる業務を軸足にし

ていくのは共通だ。 

 

 

・丁寧なコミュニケーションをとって頂き、主たる業務

が緩まないように丁寧に取り扱ってほしい。 

【回答】 

社会の急速な変化を踏まえ、グループ経営ビジョン

「変革2027」の目指す「鉄道起点のサービスからヒト

起点のサービスへの転換」に向け、積極的に推進、実

現していく考えである。 

 

・統括センターは生産性向上 効率化の部分は若干あ

る。変革２０２７実現のため実施していく。施策のタイ

ミング、スピーディーにやっていく。議論の中で覚書

はあるが施策は進めていき、協約に則って対応する

ことは引き続きやっていく。 

・営業統括センターからのタイムラグがある中で連携

が深まる認識。多様なフィールド実現で幸福の実現に

寄与する認識。労働時間管理を実施していく。→確認 

 

【回答】 

社員の運用については、業務上の必要性に基づき、任

用の基準に則り取り扱っているところである。 

 

 

・日頃のコミュニケーションでキャリアプラン考えてい

き、管理者が把握、ステップ描けると認識している。 

・主たる業務が発生しないとどれが業務？となる。勤

務個所も不明確になる。明確ではなくとも「主となる

業務」は発生する。業務が変わったら、見習いをやっ

ていく。管理者とコミュニケーションをとってやって

いく考えだ。 

・コミュニケーションは重要。統括センターの管理者間

コミュニケーションも深まる。社員の現状やキャリア

プランを把握し、連携とって関わり、一層深めていか

なければならないと考える。→認識一致 



 

 

 

 

 

  

12 月 21 日 八地申７号 「甲府統括センター設置に 

関する申し入れ」交渉開催！！  その② 

 

2023/2/3 №64 

【申し入れ内容】 

3.業務の融合等を通じ、柔軟な社員と業務を運用す

るためにも、丁寧な面談や普段のコミュニケーション

を通じ、本人希望や生活設計を前広に把握したうえ

で、キャリアプランの実現に向けた運用を行うこと。

また、甲府統括センター発足に伴う人事異動が発生

する場合は、個人面談の時期がずれていることから、

改めて個人面談を実施してから実施すること。 

・面談時期がずれているので不安を抱えている。コミ

ュニケーションをとっているのか？発足に伴って通常

異動はあるのか？ 

・ワーキンググループが議論した中身が伝わってこな

いとキャリアプランつくるときにイメージがわかな

い。面談終わっているが、面談含めた検討してほし

い。タブレット配信だけではわからない。具体的な働

き方が明確ではない。コミュニケーションで中身が出

ないとモチベーションにもつながらない。 

 

4.働き方や出勤時間・箇所が変わり、乗務業務と駅業

務が融合するため、就業規則に則り、生活設計上毎月

25日までに勤務指定を行うこと。 

・２５日までに明示するが、タブレットには２６日配信

が現実。駅運輸が一緒になっても２５日に実際は出せ

るのか？ 営業統括センターの勤務作成担当が苦慮し

ている。調整で勤務を確定できないことが起きてい

る。統括センターで駅勤務に乗務行路が入ると、２１

日から２５日の間に調整できるのか？甲府は範囲が

広い、勤務発表の２５日はどこに聞けばいいのか？不

安でしかない。東京から通っている社員もいるが可

能か？統括センターの勤務確認場所は？ 

【回答】 

社員の運用については、業務上の必要性に基づき、任

用の基準に則り取り扱っているところである。 

・日頃からやっている。自己申告面談が終了し、社員

提案してイメージが沸いている。乗務員が駅業務をや

りたいと体験もやっている。自己申告面談だけでは

なく日頃のコミュニケーションとってやっている。 

異動はあり得る。１日に甲府営業統括センターを命ず

るはあり得る。統括センターの異動はない。 

 

 

・ワーキンググループは応募した数が少ない。興味を

もってもらえない中で取り組みを共有したらいいの

か。意識してもらうための発信については議論し、興

味もってもらう。キャリアプラン描いてもらうための

議論を引き続きしていく。→確認 

 

 

就業規則に則り取り扱うこととなる。 

・新ジンジャーシステム上、１日遅れる現状。現行のど

おりに２５日に勤務は当直においている。提示はして

いる。２６日からタブレット閲覧。システム改善は難し

い。２５日は勤務発表しているので問題ない。 

発表後の駅内勤室は現実入り乱れる。検討しているイ

メージは運輸は運転士・車掌勤務指定。駅はそれぞの

勤務指定。現状と同じようにする。社員に勤務発表は

会社の責務。心配しないで欲しい。乗務員行路も駅社

員が乗務するなったとき、勤務作成２１日からだと間

に合わない。事前に調整するなどしてギリギリならな

いように集まる機会つくって認識合わせるなど事前

打ち合わせをする。２５日には勤務発表をしていく。 

→確認 



 

 

 

 

 

  

12 月 21 日 八地申７号 「甲府統括センター設置に 

関する申し入れ」交渉開催！！  その③ 

 

2023/2/3 №65 

【申し入れ内容】 

5.やりがいと柔軟な運用を継続させるために、本人

希望を前提として社員が有する最上位の運転適性検

査と医学適性検査を継続して受けさせること。 

・乗務員・駅の主たる担務が変わるとき、甲府統括セ

ンターなので乗務員の運転・医学適正を受験させ続

けるのか？ 

6.甲府統括センター内の各担務の責任者を明確にす

ると共に、指揮命令系統を明確化すること。 

・指揮命令系統が難しいと危惧している。やり取りは

明確になっていくのか具体的に教えてほしい。 

・指揮命令系統図はどのような形示すのか？防災の

観点からも重要だ。作らないとわからない。作って周

知すること重要。 

 

7.労働時間管理ならびに勤務指定の際の公休日付与

や特休付与の管理は、管理者が責任をもって行うこ

と。また、甲府統括センターが設置されることで生産

性が上がることから、管理者も含め不要な超過勤務

を削減させること。 

・労働時間管理は管理者が行うでよいか？生産性を

上げていくことだけでなく、生産性が上がることによ

って生まれる時間で、企画業務・委員会・地域連携が

深まる。したがって超勤は削減するで良いか？ 

8. 発令や手当等が伴う担務においては、「業務の融

合」ならびに他の担務との「兼務や連携」を行わない

こと。担当する業務は、主たる業務を含め２つまでと

すると共に、月の半分以上は主たる業務に就かせる

こと。また大月営業統括センター兼務発令は行わな

いこと。 

・月半数以上勤務しないと、職務手当までなくなる勤

務はあるのか？主たる業務に対して月半分充てるこ

と。手当つかなくなるのを懸念し要求した 

【回答】 

適性検査については、現に担当する業務及び今後担

当する可能性のある業務に応じて随時受検すること

となる。 

・柔軟にやっていく。効率的ではないので必要な資格

を保有させていく。維持しないと柔軟な働き方にな

らない。→認識一致 

就業規則等に則り取り扱うこととなる。 

・ケースバイケースである。今就いている管理者がメ

インで垣根を越えて指揮命令は管理者間で共有して

いくのが重要。連携して行っていく。 

・所長がいて副長がいてと言うイメージ図は作れる。

作成の確定はしていない。ＷＧで社員にわかるよう

に検討準備する。現場と議論し見せ方も。他支社と連

携情報共有する。やっていきたいと思う。→確認 

引き続き、適正な労働時間管理に努めていく。 

 

・生まれる時間を企画業務・連携などの時間に使うこ

とを考えている。超勤しない方がいいことは認識。必

要なところで行う超勤はやむを得ない。超勤削減は

認識している。生産性を上げ、企画業務に有効に活用

していく。→確認 

 

 

・必ずしも絶対はないが、統括センター設置後、運転

士・車掌・駅をやりながらは現実的ではない。フィール

ドを上げるが理想だが、担当業務を２つまでと言えな

いながらも、徐々にやっていく。乗務員は改札業務か

ら。担務の部分で違う担務を半数やって頂くのは現

実的に難しい。教育を設けないと手当もつかない。今

後も変わらない。専らとならない可能性もあるが、手

当の考え方は変わらない。 

 



 

 

 

 

 

  

12 月 21 日 八地申７号 「甲府統括センター設置に 

関する申し入れ」交渉開催！！  その④ 

 

2023/2/3 №66 

【申し入れ内容】 

9.突発的な勤務変更や急遽の呼び出し等が発生した

場合は、他の担務に指定されている社員ではなく、同

担務者の指定されている社員の呼び出しを基本にす

ること。出勤箇所が変更になる可能性もある為、各箇

所に十分なロッカーを設置すること。 

・突発呼び出しなど駅から乗務業務は難しい、現行の

担務での操配とすべき。 

・小淵沢駅で乗務員が疾病した場合、駅社員が乗務で

きるのか？判断としてどうするとなったら、乗れる

か？と何となくなる。的確に判断できる副長が重要

だ。従来通りの取扱いが基本。いきなり有り得るとは

だめだ。 

・柔軟な働き方は何でもできるということではない。

基本の部分は一致している。会社内で共有してほし

い。 

 

10. 新たな担務の教育・訓練についての育成スケジ

ュールならびに人材育成の環境を整えること。また、

乗務業務から駅業務へ担務変更する場合は、訓練セ

ンターや営業トレーニングセンター等を活用し、営業

に関わる研修を行うこと。 

・具体的な教育内容は？ 

・機械操作苦慮している。習熟度は変わるがＯＪＴだけ

でなくトレーニングセンターに教育に盛り込まないと

いけない。スケジュールで迷惑かけないように。上長

判断体制を整えてほしい。 

・柔軟な働き方で生産性安全技術ＵＰと謳うが、教育

しっかりしていないと絵にかいた餅だ。地方では議事

録を逸脱する事象もある。八王子では起こさず見極

めないと、異動先での意欲なくなるし休職になる場

合もある。丁寧にやって頂くこと確認する。 

【回答】 

就業規則等に則り取り扱うこととなる。 

なお、エリアごとの業務実態や規模、立地条件等を総

合的に勘案し、執務スペース等を確保していく。 

 

・いきなり駅から乗務とはならない。まずは乗務員の

休日出勤をお願いし、乗務員が手配できなければ駅

からの可能性はある。不安だから無理はできないし

添乗などフォローしやっていくのはある。 

・アルコール検査をしないと乗務できない させるつ

もりない、準備が整っていない。ラッチキー等は借り

ればいいが整備されていない。代務乗務員送り込む。

当直が考えるのが大前提。 

・了解した。→認識一致を確認 

 

 

 

必要な教育・訓練は行っていく。 

・初めての駅業務は、見習いや営業トレーニングセン

ターで教育する。駅業務に入れるための必要な教育

していく。出札はすぐできない、コミュニケーションを

とり習得度を判断して行っていただき、連携してやっ

ていく。 

・販売危機が変わってきているので昔と違う操作も

ある。トレーニングセンターなど統括センターでスケ

ジュール検討をそれぞれの箇所でつくる。支社からの

サポートも行う。 簡単なものは、ＯＪＴや統括センタ

ーなどで行う。 



 

 

 

 

 

  

12 月 21 日 八地申７号 「甲府統括センター設置に 

関する申し入れ」交渉開催！！  その⑤ 

 

2023/2/3 №67 

【申し入れ内容】 

１１.乗務に関わる業務を担う場合については、

新しい乗務員の勤務制度を適用すると共に、

乗務割交番内で運用されている場合は、乗務

の特殊性に踏まえて乗務を中心とした運用と

すること。 

・硬直的垣根を超える努力惜しまない。どのような問

いにしたら出ないようになるのか。どうすればこの回

答しないようになるのか？ 

・専門性を薄めるものでない回答抱いている。勤務制

度をつくる確認と、努力している特殊性はある集中し

ないと安全保てない。安全上、社員の意見を聞いて

作成するべきとお願いする。 

 

 

 

 

 

１２．「新しい乗務員の勤務制度」の規定等に踏まえた

行路および乗務員割交番の作成を行うこと。乗務割

交番作成に当たっては、行路内で乗務業務と駅業務

の込み運用を行わないこと。 

・乗務駅業務イメージ。込み運用の認識は？乗務の合

間に駅業務を入れないのが重要である。 

・検討段階は承知したが、乗務の合間に駅業務を入れ

ないのが重要である。 

【回答】 

これまでの硬直的な仕事の垣根を超えた柔軟な働き

方を実現していくために、系統や事業分野を超えた

業務を行うこととなる。 

なお、勤務については、就業規則等に則り取り扱うこ

ととなる。 

・変革２０２７は系統間の壁を無くすことや、もっとも

っとよくするために打ち出している。先の垣根を超え

たが重要。もっと変化する期待を込めている。超えた

ものを柔軟に働きたいという思いも込めて記入し

た。悪いイメージではない。 

・交番作成は規定に則る。乗務の多い部分は行路作ら

ないと。乗務少なくして駅業務ある。作業ダイヤなど

いろんなパターンはあっていい。身を削ることは承知

し、認識し行路作成しているし、支社は作ったものは

すべてではないし、働きやすいよう作成していると理

解している。 

 

これまでの硬直的な仕事の垣根を超えた柔軟な働き

方を実現していくために、系統や事業分野を超えた

業務を行うこととなる。なお、勤務については、就業

規則等に則り取り扱うこととなる。 

・乗務に集中したいことは承る。駅業務をやって欲し

いし、いろんなパターンある。駅業務の作業ダイヤパ

ターンもある。乗務→駅業務 駅業務→乗務 ＷＧ議

論している。乗務しながら駅業務入ることができるメ

リット。デメリットは１０日に１回乗務回数減る。駅業務

専門性が勉強できる、デメリットは駅業務ができる社

員が限られる。議論途中でダイヤ改正までつくってい

く。 

・乗務の合間に駅業務はデメリットの方が大きいし手

配大変。集中力途切れ現実的でない。 



 

 

 

 

 

  

12 月 21 日 八地申７号 「甲府統括センター設置に 

関する申し入れ」交渉開催！！  その⑥ 

 

2023/2/3 №68 

【申し入れ内容】 

１３．「乗務指導ユニット」においては、本線乗務員の教

育・指導、添乗業務の充実化、事故防止に向けたコミ

ュニケーションを図れる体制にすること。「乗務指導

ユニット」では現行の運転指導員が各日、出面になる

ように配置すること。 

・運転士・車掌のすみわけ重要。わからないことをわ

からないで教えるのは危機感がある。区別は重要。 

 

１４．現行の事務社員については、施策や業務等の推

移があることから、現行通り乗務職場への配置を基

本とすること。 

・特有の事務作業がある。統括センターに事務担当者

がいないといけない認識。考えは？ 

 

１５．駅出Ａには車両講習等を受講した車両技術職の

社員を通年配置し、駅出Ｂに担務指定する様々な職

種社員には、事前に十分な教育・訓練を施すこと。駅

出Ａの車両技術職要員スケジュールを確立し、駅出Ａ

と駅出Ｂの業務内容のすみ分けを行い、駅出Ｂ担務者

は駅出Ａを指定しないことで作業責任を明確にし、安

全な車両を提供できる体制を確立すること。 

・すみわけ重要だ。駅も担う。規模感と教育スケジュ

ールは？また、助勤体制解消する考えは？ 

 

１６．「車内改札」を行う際は特別勤務手当の支給等を

「新しい乗務員勤務制度」に踏まえて行い、行先地で

他の業務に就かせないこと。また行先地での環境を

整備すること。 

・駅が車内改札を担当した場合手当が付くのか？ 

・ルール周知の体制をつくって施策を運用していくこ

とを確認する。 

【回答】 

業務の運営に必要な要員は確保していく。 

・指導ユニットで考える。経験知識は一定程度のすみ

わけ必要。お互いの指導に役立てて頂きたい。 

・専門性ないとわからないので、しっかりやっていく。

融合することで、掲示作成などは効率的な業務体制

でできる。 

・必要な要員は確保する。→確認 

 

社員の運用については、業務上の必要性に基づき、任

用の基準に則り取り扱っているところである。 

 

・必要な部分である。要員は配置していきたい。 

 

 

必要な教育・訓練は行っていく。なお、業務の運営に

必要な要員は確保していく。 

・運輸区Ｂ番になっている。運輸区内で揉んでいる技

能マップを用いて指導している。 

・やりながら進めていく。運輸区では、車掌・運転士経

験で指導内容変わる。ブラッシュアップしやっていく。 

・助勤体制については、突発事象や様々な状況今後も

助勤を頼むのは有る。無いように要員を配置してい

く。 

 

就業規則等に則り取り扱うこととなる。 

なお、これまでの硬直的な仕事の垣根を超えた柔軟

な働き方を実現していくために、系統や事業分野を

超えた業務を行うこととなる。 

・乗務員手当はつくことは間違いない。該当すれば時

間で支給する。 

・乗務報告実績を事務が処理など議論検討中。 



 

 

 

 

 

  

12 月 21 日 八地申７号 「甲府統括センター設置に 

関する申し入れ」交渉開催！！  その⑦ 

 

2023/2/3 №69 

【申し入れ内容】 

17.「車内改札」を行う際の貸与品は車内改札業務に

限定したものとすること。運転取り扱い従事者ではな

いので、業務のすみ分けを行い忍び錠などの携帯品

を持たせないこと。 

・貸与品など明確化していかないと管理などもおざ

なりになる。方法は検討しているのか？ 

 

１８．「車内改札」を行う列車は固定にし、必ず最後尾

乗務員室から車掌の面前で乗降車をすること。また、

当務車掌行路票の裏面に記載すること。 

・どのように明確する必要。考えは？ 

・一人乗務列車では、中間から乗ったのが駅社員なの

か車掌なのか、認識が食い違うと安全上よくない。 

 

 

 

１９．異常時など発生した場合、「車内改札」を行う社

員は運転士の指揮下に入り、車掌と連携してお客さ

ま案内に努めること。また、車内の緊急事態に備え、

使用する搭載品の場所・対応等を始めとした必要な

教育・訓練を行うこと。 

・異常時連携はもちろん駅が車内改札 運転士の配下

にはいるのか？ 

・現地責任者の配下に入る。スタートラインの認識を

確認する。 

【回答】 

必要な貸与品等は準備する考えである。 

 

 

 

・間違たり、困らないような体制作りは検討してい

る。 

 

担当乗務員と連携して対応することとなる。 

 

 

・基本ルールはつくらなければいけいない。異常時な

どの対応は決めていなかければならない。ルール作

りをし、異常時でも対応できるようにする。打合せす

る形、異常時の時に所定以外に乗る場合はあるので

ルールは作っていくことを検討している。 

 

異常時等は、関係者間で連携して対応することとな

る。なお、必要な教育・訓練等は実施していく。 

 

 

 

・運転取扱いの部分にはいる様々。運転取扱いの部分

については、駅は出来ない。必要な訓練はしなければ

ならない認識である。 

 



 

 

 

 

 

  

12 月 21 日 八地申７号 「甲府統括センター設置に 

関する申し入れ」交渉開催！！  その⑧ 

 

2023/2/3 №70 

【申し入れ内容】 

２０．甲府統括センターは 2023年 3月のダイヤ改

正で発足予定なので、甲府営業統括センター社員と

甲府運輸区社員に、社員代表選挙のスケジュールを

予め示し、理解と納得感のあるように行うこと。 

・解納得感あるように。地方みていると労使議論に発

展している。起きるやもしれない問題意識ある、認識

はどうなのか？ 

 

 

２１．施策実施後は労使が検証を行い、問題等が生じ

た際は労使協議すること。 

 

・覚書もあるし、施策は労使で検証していかかないと

いけない。組合にも責任はある。 

【回答】 

過半数代表者選出に係る手続きについては、労働基

準法施行規則第６条の２に基づき、取り扱っていると

ころである。 

 

・すみやかに過半数手続き踏んでいく間違いない。八

王子発足は順当している。事象あるのは承知してい

る。お互いのためによくない。丁寧に説明し公正公平

な手続きを進めていく。 

 

具体的な提起があれば、「労使間の取扱いに関する協

約（令和３年 10 月 1 日締結）」に則り取り扱うことと

なる。 

・労使の協約は会社として結んでいる、否定するもの

ではない。具体的な提起があれば紳士に回答してい

く。 


